
＊2019.07.29浜松市承認済

（税込）2019.10.01～

１．施設使用料

備　考

２．ホール冷暖房料

３．附帯設備使用料 下記の使用料はリハーサルと本番を行う区分ごとにかかります。

例えば午前にリハーサル、午後本番の場合は2区分の使用料となります。

備　考

9:00～12:00

(87,420)

67,250

(109,620)

84,330

(109,620)

(116,570)

89,670

(145,710)

112,090

(145,710)

112,090

(291,510)

224,240

13:00～17:00

168,710

84,330

金　額

5,290各ブロック1時間につき15,970

〈単位：円〉

午　後

(145,710)

112,090

(291,510)

224,240

18:00～22:00

(116,570)

89,670

午　前 夜　間 全　日

9:00～22:00

555,290

(721,870)

277,610

(360,890)

277,610

〈単位：円〉

(145,710)

1式

1式

1双

1,040

520

520

520

1,570

1台

200

1式

1列

1台

1台

1式

1本

6,390

6,390

1,570

1,040

2,090

1式

30

マイクロホン2本を含む

２　全ブロック使用でない場合は、お貸出し可能な備品が限られてきますのでご注意ください。

200

40

360

520

3,190

3,190

50

1脚

1台

1kw

1kw

1㎥

W1800×D600×H700　茶色200台

1,040

W2.1×H1.3ｍ（100インチ／16：10）

３　☆は第2ブロックを含むご利用時のみ使用可能です。

1,040

4,240

21,310

2,090

映

像

スクリーン

音

響

１　深夜（午後10時から翌日午前3時まで）並びに早朝（午前3時から午前9時まで）の各区分にも、夜間の使用料を適用します。

2300脚

ポスター等の掲示用

W4.8×H3.6m（240ｲﾝﾁ／4：3）

2台

1台

CD

音響装置は含まない

音響装置は含まない　スクリーン含む

マイクロホン1本

ユーティリティ設備

全ブロック１時間につき

全　部　利　用

水道

電気

特殊電源（壁コンセント）

ホワイトボード

展示パネル

いす

長机

高所作業車

フォークリフト

移動用

中型　☆

照

明

そ

の

他

舞

台

金びょうぶ

バック幕

移動ステージ

司会者台

演台（花台を含む）

名称

映像設備セットD

大型映像装置　☆

オーディオプレーヤー

ワイヤレスマイクロホン

マイクロホン

音響設備セットD

移動用音響設備

音響調整装置　☆

利　用　区　分

1,100㎡

1,300㎡

1,100㎡

3,500㎡

３　練習または準備のためホールを利用する場合は、この表に定める使用料の７割とします。

２　午前・午後または午後・夜間を引き続き利用する場合の使用料は、それぞれの使用料の合計額とします。

１　（　）内は土曜日、日曜日、祝日に１日の範囲内で利用する場合の使用料です。（平日料金に３割加算した額になります。）

第３ブロック

第２ブロック

第１ブロック

(360,890)

222,090

(288,710)

一

部

利

用

112,090

(219,320)

　　　　　　　　展示イベントホール　施設利用料金表

スポットライト　☆

サスペンションライト　☆

調光装置　☆

W1800×D900×1050　1台

W  750×D550×1250　1台

W2400×D1200×H1200～1800（200ピッチ）

えんじ色　W2400×H2000～5000（200ピッチ）

8尺6曲　1双

備考

金　額一　部　利　用

〈単位：円〉

2,090

2,090

410

単位
（1区分）

利用料金

全部利用

　　（10円未満は切り捨て）ただし、次の区分にかかる延長はできませんので、延長は30分までとさせていただきます。

６　利用時間を超過し、または繰り上げて利用する場合の超過または繰上げに係わる使用料は30分ごとに夜間の使用料の１／８の額とし ます。

５　同一日に同一目的のために大ホール、中ホールまたはコングレスセンターの全館と合わせて利用する場合は、この表に定める使用料の７割とします。

４　展示品等を据え置く場合は、この表に定める使用料の５割とします。展示品等を据え置く場合とは、展示スペース・楽屋等一切使用していない状態のことをいいます。


